
　特別な支援が必要な児童・生徒 ( ４
歳児の２学期～ 18 歳 ) について、保
護者や学校園からの相談を受け付ける
｢ 特別支援教育サポートセンター ｣ を
開設しました。
　センターには、発達支援と合理的配
慮のコーディネーターをそれぞれ配置
し、電話・面接による相談、学校への訪問支援を行います。
　まずは、電話・ファクスでご相談ください！
問い合わせ・相談場所＝市役所南分館３階 教育支援課 
特別支援教育サポートセンター相談受付 ( 569-7315 
FAX 559-6400 ) 
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　５月１日から市税納付のスマホ決済サー
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｢ 楽天銀行アプリ ｣ に加えて、｢ P

ペ イ

ayP
ペ イ

ay ｣
と ｢ ゆうちょ P

ペ イ

ay ｣ が利用できます。
対象税目＝市・県民税、軽自動車税、固定資
産税、国民健康保険税 ※詳しくは市ホーム
ページでご確認ください。
問い合わせ＝収納対策課 ( 559-
5043 FAX 563-5697 )
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　募集受付は、3 年 3 月 31 日までまたは今
年度の募集区画がなくなり次第終了します。

申込資格＝次の条件をすべて満たす人
①市内に住所を有する世帯主
②墓を主として管理できる
③永代使用料と年間管理料を納付期限 ( 申
込後約 20 日以内 ) までに一括納付できる
④現在市霊苑の使用者でない
申込方法＝所定の申請書に記入・押印し、案
内書に記載の必要書類を添えて提出 ※案内
書は下記窓口で配布 ( 電話での請求も可 )
受付期間＝ 5 月 25 日～３年 3 月 31 日 ( 土・
日曜、祝日、年末年始の閉庁日を除く )
※初日 ( ５月 25 日 ) の受付は、事前仮申込
者による区画ごとの分散受付を行います。
初日に申し込みを希望する人は 5 月 20 日
必着で ｢ 事前仮申込書 ｣ に住民票の写しを
添付し、提出してください。なお、5 月 26
日以降は先着順で受け付けます。

募集区画数・使用料など＝

現地見学＝開門時間内 ( 原則９時～ 17 時 )
は自由に現地をご覧いただけます。時間等
詳細は案内書をご覧ください。＊市霊苑＝
下槻瀬 748-1
申し込み・問い合わせ＝市役所本庁舎４階 
環境創造課 ( 559-5064 FAX 562-3555 ) 

募
 集

種類 区画数 永代使用料 年間管理料

角地 2 825,000 円 5,400 円

普通地 51 750,000 円 5,400 円

市霊苑 ( 市営墓地 )
の使用者

　｢ かかりつけ医 ｣ とは、お近くの医療機関
で病気に関する総合的な相談や日ごろの健康
管理に関する相談などもできる身近な医者の
ことです。｢ かかりつけ医 ｣ を持つことで、
自分や家族の日ごろからの病気や健康状態を
十分に把握してもらうことができます。入院
などの必要がない軽症の場合には ｢ かかりつ
け医 ｣ で受診し、入院や精密検査、高度な治
療が必要な場合には適切な病院などを紹介し
てもらえます。日々の健康管理のためにぜひ
かかりつけ医を持ちましょう。

問い合わせ＝健康増進課 ( 559-6155 FAX 
559-5705 )

｢ かかりつけ医 ｣ を
持ちましょう！

｢ こんな時どうしたらいい？病院に行くべき？ ｣
と迷ったときはご相談ください。

さんだ健康医療相談ダイヤル 24
 ( 24 時間年中無休・通話料無料・非通知不可 )

　０１２０- ３１０- ３２８ 
※住所、名前、年齢を告げてご利用ください。

　システムメンテナンスを行うため、全国の
コンビニエンスストアなどのマルチコピー機
と証明書発行機 ( 市役所本庁舎 1 階 ) が、下
記期間は利用できません。
利用不可の期間＝ 5 月 1 日 ( 金 ) 23 時～ 7
日 ( 木 ) 6 時 30 分 ※本庁舎の証明書発行
機は 5 月 7 日 ( 木 ) 8 時から利用可
問い合わせ＝市民課 ( 559-5068 FAX 560-
2101 )

５月２日～６日は
証明書コンビニ交付サービスが

終日利用できません

次のようなことで悩んでいる事はありませんか？

子どもへの関わり方が分からない 　/　ことばの遅れや体のぎこちなさが気になる
集団の中での子どもの様子や勉強が気になる　/　進級や進学、入学に向けての心配など

｢ 通知カード ( 紙製 )｣ に代えて

｢マイナンバーカード｣を作ろう！

　マイナンバー ( 個人番号 ) をお知らせする
｢ 通知カード ( 紙製 )｣ は、法改正で５月下旬
に廃止が予定されています。住所や氏名など
に変更があり、住民票の情報と通知カードの
記載内容が合っていない場合は、マイナン
バーを証明する書類として使用できません。

【 ｢ 通知カード ( 紙製 ) ｣ の氏名・住所の
裏書き手続き 】
　希望する場合は５月中旬までに手続きして
ください。※記載内容が最新であれば、マイ
ナンバーを証明する書類として引き続き使用
できるため、手続きは不要です。
必要なもの＝①通知カード ②本人確認書類
※本人または同世帯の人の来庁が必要
受付窓口＝市役所本庁舎１階 市民課

　なお、｢ 通知カード ( 紙製 )｣ の廃止後に、
出生などで新たにマイナンバーが付番された
人には、｢ 通知カード ( 紙製 )｣ に代えて ｢ 個
人番号通知書 ｣ が送付されます。
　この機会に、コンビニエンス
ストアなどでも住民票などが取
得できる便利な ｢ マイナンバー
カード ( 顔写真付き )｣ の申請を
お勧めします。
※マイナンバーカードの申請サポートは 5 月
6 日 ( 水・振休 ) まで休止中です。
問い合わせ＝市民課 ( 559-5044 FAX 560-
2101 )

▲ 通知カード
    ( 紙製・表 )
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▲ 支援をサポートするグッズの    
    紹介も行います！

｢ 特別支援教育サポート
セ ン タ ー ｣ を 開 設！

通知カード
( 紙製・裏 ) 

▲


